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平成 29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告

e-Tax で  カ ン タ ン 申 告

○　ホームページからカンタン申告 ＜税務署に出向く必要なし＞

　 　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を直接送信することができます。 
○　添付書類の提出省略

　　（源泉徴収票や医療費の領収証書など）第三者作成の添付書類の送付が省略できます。 
○　還付金がスピーディー

　　還付されるまでの期間が短縮されます (3 週間程度に短縮 )。  
○　24 時間いつでも利用可能

　　所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は、24 時間 e-Tax の利用が可能です。 

e-Tax で申告するとメリットがいっぱい

e-Tax をご利用いただく前に　～お早めにご準備ください～

　個人番号カードは、制度上、即日交付ができません。個人番号カードを多くの方が申請された場合、お
手元に届くまでに 3 週間から数ヶ月程度かかることが予想されます。ご利用になる時点で交付が間に合わ
ないことも考えられますので、余裕をもって個人番号カードの申請をお願いします。

　平成29年分の「確定申告書等作成コーナー」は、国税庁ホームページに平成30年1月上旬公開予定です。
　ｅ－Ｔａｘの利用に際しては、ｅ－Ｔａｘが利用できるパソコン、開始届出書の提出、電子証明書の取
得（個人番号カードには、標準的に搭載されています。）及び電子証明書のｅ－Ｔａｘへの登録、ＩＣカー
ドリーダライタの用意など事前準備が必要です。
※住民基本台帳カード内に格納している電子証明書は、有効期限満了日までご利用いただけます。

詳しい情報は　e-Tax ホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。
　利用開始の手続、利用時間、パソコンの環境、e-Tax ソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）など、
e-Tax に関する最新の情報についてお知らせしていますので、ご利用前に是非ご覧ください。 
　国税に関する情報は国税庁ホームページへ　http://www.nta.go.jp/
▼問い合わせ　小牧税務署　☎ 0568（72）2111 

ご注意！

　青色申告決算書用紙は、確定申告書用紙等に同封されますので、事前送付いたしません。
　また、平成 28 年分の確定申告について、e ｰ Tax・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利
用された方には、青色申告決算書等の用紙は送付いたしませんので、必要な方は説明会会場でお受け取りください。
　なお、青色申告決算書関係書類は国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。

（国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/）

　平成 29年分の青色申告決算等説明会と年末調整等説明会を開催します。

種類 とき ところ 対象者

青色申告決算等説明会
 11 月 14 日（火）午前 10 時～正午 小牧市市民会館 個人の方で、

青色申告をされ
ている方 11 月 16 日（木）午前 10 時～正午 春日井市東部市民センター

年末調整等説明会
 11 月 14 日（火）午後 1 時～ 3 時 小牧市市民会館 個人及び法人の

源泉徴収義務者
の方 11 月 16 日（木）午後 1 時～ 3 時 春日井市東部市民センター

青色申告決算等説明会及び年末調整等説明会

▼問い合わせ　小牧税務署（ダイヤルイン）　☎ 0568（72）2113（青色申告決算等説明会担当）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎ 0568（72）2116（年末調整等説明会担当）

　説明会では、軽減税率制度の概要や制度対応に係る支援制度などをテーマとしていますので、是非、ご参
加ください。

　小牧税務署主催（市町共催）による事業者を対象とした消費税の軽減税率制度等説明会を
開催します。

種類 とき ところ

消費税軽減税率制度等
説明会

 11 月 14 日（火）午後 3 時 15 分～ 4 時 45 分 小牧市市民会館

 11 月 16 日（木）午後 3 時 15 分～ 4 時 45 分 春日井市東部市民センター

消費税軽減税率制度等説明会

▼問い合わせ　小牧税務署 ☎ 0568（72）2111　個人課税部門（内線 313）・法人課税部門（内線 214）
　　　　　　　※お問い合わせいただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、
                           自動音声案内に従って、「２」を選択してください。

両日とも、同様の説明内容です。
事前申込みは不要ですが、会場の収容人員の都合によりご参加いただけない場合もあります。
駐車場には限りがありますので、ご来場の際には公共交通機関等をご利用ください。

「税を考える週間」とは、毎年11月 11日から 11月 17日までの期間に行っている広報活動です。
皆さまに税に対する理解を一層深めていただくことを目的としています。

　▼日時　奇数月の第 2 水曜日（今月は 11 月 8 日（水）に実施します）午後 1 時 30 分～ 4 時
　▼場所　役場　2 階第 2 会議室　　※ 町内の税理士が相談をお受けします

◆税に関する主な行事

◆「税の相談」

「税に関する習字」入賞作品展示
～町内の小学生の優秀作を展示します～

▼場所　役場 1 階正面玄関ホール

税の講演会
～小牧税務署副署長による税に関するお話です～

▼時間　午後 2 時～ 3 時
▼場所　扶桑町商工会館　2 階大会議室

11/13( 月 ) ～ 17( 金 ) 11/13( 月 )

「税を考える週間」です 税務課　内線 267
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